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第６編 河 川 編 
 

第１章 築堤・護岸 
 

第１節 適  用 

 

   １．河川土工は、「特仕」第１編第２章第３節河川土工・海岸土工・砂防土工、地盤改 

良工、「特仕」第３編第２章第７節地盤改良工、仮設工は、「特仕」第３編第２章第 10 

節仮設工の規定によるものとする。                                         

   ２．請負者は、護岸工事等河川内で仮締切りを設置した工事を行う場合には、水位、潮 

     位について、常に注意をし、災害防止に努めなければならない。 

 

 第５節  護岸基礎工   

 

  特仕１－５－２  作業土工（床掘り・埋戻し）                                      

   作業土工の施工については、「特仕」第３編特仕２－３－３作業土工の規定によるもの 

   とする。 

                                                                      

 特仕１－５－３  基礎工                                                      

     請負者は、護岸基礎の基礎杭支持力については、監督職員が指示した場合を除き、測定 

しなくてもよいものとする。                                              

 

第６節  矢板護岸工 

 

  特仕１－６－２  作業土工（床掘り・埋戻し）                                       

     作業土工の施工については、「特仕」第３編特仕２－３－３作業土工の規定によるもの 

とする。 

 

第７節 法覆護岸工 

 

特仕１－７－１ 一般事項 

    １．請負者は、コンクリート張の表面を「コテ・ハケ」等により仕上げるものとし、モ  

    ルタルによる仕上げを行ってはならない。 

    ２．コンクリートのり張の施工目地間隔は、設計図書に示す場合を除き２ｍ程度とする。 

      伸縮目地は、設計図書に示す場合を除き 10ｍ程度とする。                       

    ３．吸出し防止シートの重ね代は 10cm 以上とし、設計図書に示された場合を除き縫合わ  

     せしなくてもよいものとする。 
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流れの方向 

                                         

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                         

 

   

                                                

   

                          重ね代      10 ㎝以上                                  

                                                     

                      図１－１ 吸出し防止シートの重ね代 

  特仕１－７－２  材 料                                                         

    １．吸出し防止シートは、表１－１(1)、表１－１(2)の規格値を満足した「河川護岸用  

      吸出し防止シート評価書」（建設大臣認可）を有しているシートとする。           

      なお、上記評価書を有していない製品についても「公的機関による性能証明書」を

有しているシートについては、使用できるものとする。                       

                         

                         表１－１(1) 吸出し防止シートの規格値                    

       

項   目 規   格 性 能 確 認 

厚さ              10mm以上 

開孔径             0.2mm以下 

引張り強度（設計条件により選択） 0.5,1.0tf/m以上 

化学的安定性（強度保持率）   70％以上 

     

     

     

   

耐侯性（強度保持率）     70％以上 

評価書及び公的機

関の性能証明書に

よる。 

    

    

    

   

        
注）引張り強度0.2tf/m は、「化学的安定性及び耐候性」の規格値の規定は行わない。
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                      表１－１(2) 吸出し防止シートの品質及び規格                 

       

試験項目 内  容 単 位 規 格 値 試験方法 

密  度  ｇ/cm２ 0.10以上 JIS L 3204 

圧 縮 率 
 

 
％ 15以下 JIS L 3204 

引張強さ  tf/ｍ 0.2,0.5,1.0以上 JIS L 3204 

伸 び 率  ％ 50以上 JIS L 3204 

耐薬品性 不溶解分 ％ 90以上 JIS L 3204 

透水係数  cm/ｓ 0.01以上 JIS L 3204 

          注）引張強さについては、設計図書によるものとする。                                
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 ２．かごマットの構造仕様については、図面及び表１－２によるものとする。          

  

       

                          表１－２ かごマットの構造仕様                         

   

かごの厚さ 30cm 50cm 

蓋   部 6.5cm 網

 

目 本 体 部 7.5cm 10.0cm 

蓋 部 φ4.0mm φ5.0mm 

本体部 φ3.2mm φ4.0mm 

蓋 部 φ5.0mm φ6.0mm 

線

 

 

 

径

網 

 

部 

 

枠 

 

骨 本体部 φ4.0mm φ6.0mm 

水 平 部 2.0ｍ以下 

法 面 部 1.5ｍ以下 

タ レ 部 1.5ｍ以下 

仕

 

切

 

間

 

隔 側 網 間 隔     2.0ｍ以下 

仕切の取付け角 

度 

 

 

法面に直角 

 

 

 

法面に直角但し、

法勾配が１：２未

満の急勾配の場合

は鉛直 
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   ３．かごマットの鉄線の品質規格等は表１－３（１）、表１－３（２）に適合するものと 

    する。                                                                      

       また、蓋鋼部においては、粗面鉄線を使用するものとする。 

 

表１－３（１） 線材の品質及び規格 

 

規         格         値 
試 験 

場 所 試験項目 

滑面鉄線 粗  面  鉄  線 被覆鉄線（心線）

試験方法 試験頻度 

鉄  線 

 

 

 

3.2±0.09mm 

4.0±0.10mm 

5.0±0.12mm 

6.0±0.12mm 

3.2±0.09mm 

4.0±0.10mm 

5.0±0.12mm 

6.0±0.12mm 

3.2±0.09mm 

4.0±0.10mm 

5.0±0.12mm 

6.0±0.12mm 

2.6±0.09mm 

3.2±0.10mm 

4.0±0.12mm 

5.0±0.12mm 

JIS G 3547 

準拠 

 

 

5巻線に1回 

 

 

引張強さ    

 

290Ｎ/mm2以上 

 

290Ｎ/mm2以上 

 

290Ｎ/mm2以上 

 

390～880Ｎ/mm2 

 

JIS G 3547 

準拠 

5巻線に1回 

 

ねじり特性 

 

JIS G 3547の4.3 

 

JIS G 3547の4.3

 

JIS G 3547の4.3

 

JIS G 3547の4.3

 

JIS G 3547 

準拠 

5巻線に1回 

 

巻 付 性 

 

 

 

線径の1.5倍の円筒 

に６回以上巻き付 

け著しい亀裂及び 

剥離を生じない 

線径の1.5倍の円筒

に６回以上巻き付

け著しい亀裂及び

剥離を生じない

線径の1.5倍の円筒

に６回以上巻き付

け著しい亀裂及び

剥離を生じない

線径の1.5倍の円筒

に６回以上巻き付

け著しい亀裂及び

剥離を生じない

JIS G 3547 

準拠 

 

 

5巻線に1回 

 

 

 

メッキ成分 

 

 

 

ｱﾙﾐﾆｳﾑ  10％以上 

亜鉛   90％以下 

 

 

ｱﾙﾐﾆｳﾑ 10％以上

亜鉛  90％以下

 

 

ｱﾙﾐﾆｳﾑ 11％以上

亜鉛  87％以下

ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ 2％以上

 

ｱﾙﾐﾆｳﾑ 10％以上

亜鉛  90％以下

 

 

原子吸光分 

析法または 

ＩＣＰ発光 

分析法 

5巻線に1回 

 

 

 

メッキ付着量 

 

300g/㎡以上 

 

660g/㎡以上 

 

220g/㎡以上 

 

300g/㎡以上 

 

JIS H 0401 

準拠 

5巻線に1回 

 

メッキ工場 

 

 

 

摩擦係数    

 
 

湿潤・ゴム 

ｆ＝0.7以上 

潤・ゴム 

ｆ＝0.7以上 

 

 

 

 

5巻線に1回 

 

線   径 

 

 

 

3.2±0.09mm 

4.0±0.10mm 

5.0±0.12mm 

6.0±0.12mm 

3.2±0.09mm 

4.0±0.10mm 

5.0±0.12mm 

6.0±0.12mm 

3.2±0.09mm 

4.0±0.10mm 

5.0±0.12mm 

6.0±0.12mm 

2.6±0.09mm 

3.2±0.10mm 

4.0±0.12mm 

5.0±0.12mm 

JIS G 3547 

準拠 

 

 

200巻線に1回 

 

 

 

引張強さ    

 

290Ｎ/mm2以上 

 

290Ｎ/mm2以上 

 

290Ｎ/mm2以上 

 

390～880Ｎ/mm2 

 

JIS G 3547 

準拠 

200巻線に1回 

 

メッキ成分 

 

 

 

ｱﾙﾐﾆｳﾑ  10％以上 

亜鉛   90％以下 

 

 

ｱﾙﾐﾆｳﾑ 10％以上

亜鉛  90％以下

 

 

ｱﾙﾐﾆｳﾑ 11％以上

亜鉛  87％以下

ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ 2％以上

 

ｱﾙﾐﾆｳﾑ 10％以上

亜鉛  90％以下

 

 

原子吸光分 

析法または 

ＩＣＰ発光 

分析法 

200巻線に1回 

 

 

 

公的機関 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
メッキ付着量 

 

300g/㎡以上 

 

660g/㎡以上 

 

220g/㎡以上 

 

300g/㎡以上 

 

JIS H 0401 

準拠 

200巻線に1回 

 

 

                        （１巻とは、メッキ工場における製造単位をいい約１ｔとする） 
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表１－３（２） 合成樹脂被覆（ポリエチレン系樹脂被覆）の品質及び規格 

 

        項目 

 

試験場所 

 

試験項目 

 

 

規 格 値 

 

 

試験方法 

 

 

試験の頻度

 

線径（外径） 

 

 

 

3.2±0.12mm 

4.0±0.12mm 

5.0±0.14mm 

6.0±0.14mm 

JIS G 3543準 

 

 

 

10巻線に１回

 

 

 

最小被膜厚さ 

 

 

 

3.2・0.20mm 

4.0・0.27mm 

5.0・0.34mm 

6.0・0.34mm 

JIS G 3543準 

 

 

 

10巻線に１回

 

 

 

接 着 強 さ       

 

 

 

容易に剥離しない

こと 

 

 

被覆線から被覆材を心線

に達するまで両面を削り

取り被覆線に対して90℃

の角度で引き剥がす 

10巻線に１回

 

 

 

巻  付  性 

 

 

線径の1.5倍の円

筒に６回以上巻き

付け著しい亀裂及

び剥離を生じない

JIS G 3547準 

 

 

10巻線に１回

 

 

耐  候  性 WS形 3,000時間 JIS G 3543準 設計時 初期

被 覆 工 場       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 耐 塩 水 性       

（塩水噴霧） 

1,000時間以上 

（亀裂が入らない

） 

JIS Z 3271準 

 

１年に１回

 

線    径 

 

 

 

 

3.2±0.12mm 

4.0±0.12mm 

5.0±0.14mm 

6.0±0.14mm 

6.0±0.14mm 

JIS G 3543準 

 

 

 

 

400巻線に1回

 

 

 

 

最小被膜厚さ 

 

 

 

3.2・0.20mm 

4.0・0.27mm 

5.0・0.34mm 

6.0・0.34mm 

JIS G 3543準 

 

 

 

400巻線に1回

 

 

 

接 着 強 さ       

 

 

 

容易に剥離しない

こと 

 

被覆線から被覆材を心線

に達するまで両面を削り

取り被覆線に対して90℃

の角度で引き剥がす 

400巻線に1回

 

 

 

巻  付  性 

 

 

 

線径の1.5倍の円

筒に６回以上巻き

付け著しい亀裂及

び剥離を生じない

JIS Z 3547準 

 

 

 

400巻線に1回

 

 

 

公 的 機 関       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
被覆材の材質 

 

ポリエチレン系樹

脂 

JIS G 0117準 

 

200巻線に1回

 

      
（１巻線とは、被覆工事における製造単位をいい約500㎏とする）                                  

     注）被覆鉄線の製造法としては「押出成形法」とし、JIS G 3543 の規定を準用する。 
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   ４．請負者は、かごマットの製品について、底網、蓋網、側網及び仕切網毎に、網 

線に使用した線材のめっき工場名及びめっき線製造年月日を記載した表示標を付 

けなければならない。                                                       

    ５．請負者は、かごマットは、側網、仕切網をあらかじめ工場で底網に結束しなけ 

ればならない。ただし、特殊部でこれにより難い場合は設計図書に関して監督職 

員の承諾を得なければならない。                                           

    ６．請負者は、かごマットの線材は、現地において、施工面積 2,000 ㎡毎に監督職 

員が指示する荷札表示された線材について、工場での品質試験結果を提出するも 

のとする。 

  さらに、現地に納入される製品の荷札番号に近い線材の公的機関における成績 

証明書を提出するものとする。                                           

    ７．請負者は、枠線、骨線、コイル線について、工事単位毎に私的、公的機関にお 

ける品質試験結果を提出するものとする。                                 

    ８．請負者は、生産表示と品質試験内容について、別途立ち入り等による検査を行 

う場合があるため、監督職員に協力しなければならない。 

 

特仕１－７－３ コンクリートブロック工                                         

   コンクリートブロックの連結鉄筋継手は、「特仕」第３編特仕２－５－３コンクリ

ートブロック工の規定によるものとする。                                        

                                                                            

特仕１－７－７ 石積（張）工                                                   

 １．請負者は、石積（張）工の石の張り立てにあたり、河川の流水及び背面からの影 

響等により抜けでないように行わなければならない。                          

２．請負者は、石積（張）工の練積みまたは練張りにおける伸縮目地、水抜き孔の施 

工にあたり、施工位置については設計図書に従って施工しなければならない。なお、 

これによりがたい場合は、設計図書に関して監督職員と協議するものとする。 

 

特仕１－７－８  法枠工                                                         

     法枠工の施工については、「特仕」第３編特仕２－14－４法枠工の規定によるものと 

する。 

  

特仕１－７－９ 多自然型護岸工                                                  

   多自然型護岸工の施工については、「特仕」第３編特仕２－３－26多自然型護岸工の規 

定によるものとする。 

                                                           

特仕１－７－10 吹付工                                                         

      吹付工の施工については、「特仕」第３編特仕２－14―３吹付工の規定によるものとす 

る。 

 

 



特仕 第６編 河川編 第１章 築堤・護岸 

   特仕１－７－11 植生工 

植生工の施工については、「特仕」第３編特仕２－14―２植生工の規定によるものとす 

る。 

 

特仕１－７－12 覆土工                                                      

覆土工の施工については、「特仕」第３編特仕２－３―３作業土工の規定によるもの 

とする。 

 

第８節 擁壁護岸工                                                     

                                             

  特仕１－８－２   作業土工（床掘り・埋戻し）                                      

     作業土工の施工については、「特仕」第３編特仕２－３－３作業土工の規定によるもの

とする。 

      

第９節 根固め工                                                       

        

  特仕１－９－２   作業土工（床掘り・埋戻し）                                     

    作業土工の施工については、「特仕」第３編特仕２－３－３作業土工の規定によるもの 

とする。 

               

  特仕１－９－３ 根固めブロック工                                                 

    根固めブロック工の施工については、「特仕」第３編特仕２－３－17根固めブロック工 

の規定によるものとする。 

                                                       

特仕１－９－４  間詰工                                                        

     １．間詰コンクリートの施工については、「特仕」第１編第３章無筋、鉄筋コンクリー 

トの規定によるものとする。                                                 

      

  特仕1-9-5  袋型根固め工 

１．本規定は、高分子系の合成繊維（再生材を含む）を主要構成材料とする袋型根固め

用袋材に適用する。 

２．袋型根固め用袋材は、表１－２に示す性能を満足することを確認するものとする。 

３．要求性能の確認は、表１－２に記載する確認方法で行うことを原則とし、請負者は 

基準値に適合することを示した公的試験機関の証明書又は公的試験機関の試験結果を 

事前に監督職員に提示し、確認を受けなければならない。 
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表１－２ 袋型根固め用袋材の要求性能及び確認方法 

確認方法 場 

所 
項目 要求性能 

試験方法 基準値 

2t 型 

(2 重) 

400Ｎ以上 

(1 重) 

700Ｎ以上 
強度 

必要重量の中詰め材料を

充填し直接クレーンで吊

り上げても破断しない強

度を有すること。 

引張試験 

(JIS A8960 に準拠） 

4t 型 

(2 重) 

500Ｎ以上 

(1 重) 

900Ｎ以上 

2t 型 
(2 重) (1 重) 

200Ｎ以上 

耐候性 

紫外線により劣化した場

合も、必要な強度を保持

すること。 

短期性能型：耐候性は求

めない｡ 

長期性能型：耐用年数３

０年程度 

耐候性試験 

(長期性能型のみ) 

（JIS L 0842 ｵｰﾌﾟﾝﾌﾚｰﾑｶｰﾎﾞ

ﾝｱｰｸ灯式耐候性試験機によ

り紫外線を 7500 時間照射

後、JIS A 8960 準拠の引張

試験を実施） 

4t型 
(2 重) (1 重) 

250Ｎ以上 

耐燃焼性 

中詰め材料を充填した状

態で網地の燃焼が広がら

ないこと。 

たき火試験 

（表１－３参照） 

燃焼部以上に延焼しな

いこと。 

環境適合性 

生態系を阻害するような

有害物質の溶出がないこ

と。 

煮沸試験、飼育試験 

（表１－３参照） 

有害物質が溶出しない

こと。 

公

的

試 

験

機

関 

均質性 

性能を担保する品質の均

質性を確保しているこ

と。 

材料 20000 袋当たり１回の

引張試験を実施 

(JIS A8960 に準拠） 

「強度」の基準値を満

足すること。 

発

注

機

関 

網目・網地の

信頼性 

中詰め材料の抜け出し

や、網地の破断が促進す

ることがないこと。 

監督職員による事前確認 

中詰め材料が抜け出さ

ない網目の寸法で、か

つ、網目を構成する網

糸が破断しても解れが

連続的に広がらない加

工がなされているこ

と。 

※公的試験機関による性能確認については均質性の項目を除き１回の実施でよいものとする。 

 



特仕 第６編 河川編 第１章 築堤・護岸 

 

表１－３ 袋型根固め用袋材の試験方法 

袋型根固め用袋に中詰め材を充填した後、静置させ上部にたき火用材料を積

み上げてライターにて点火する。 

中詰め材 割栗石 １５０ｍｍ 

点火方法 ライター 

たき火試験 

たき火用材料 野原の草木（枯れ草、枯れ木） 

網地を沸水中に浸漬し、下記時間の経過後取り出し網地の質量変化を測定す

る。 

浸漬温度 ９８ ±２ ℃ 

浸漬時間 １２０ ±１０ｍｉｎ 

浸漬水 蒸留水 

試験体の数 ５個 

乾燥温度 １０５ ℃ 

煮沸試験 

抽出条件（質量比） 網地：水＝１：５００ 

金魚を入れた水槽に網地を浸漬し、下記期間飼育しその生存状態を確認する。

金魚の飼育時間 ３ヶ月 

飼育条件（質量比） 網地：水＝１：１００ 

飼育試験 

金魚の匹数 ３匹 

 

                                          

 

 第 10 節 水制工                                                        

      

   特仕１－10－２  作業土工（床掘り・埋戻し）                                     

      作業土工の施工については、「特仕」第３編特仕２－３－３作業土工の規定によるも

のとする。                                                                   

                                                                                 

    特仕１－10－６  元付工                                                      

       元付工の施工については、「特仕」第１編第３章無筋、鉄筋コンクリートの規定によ 

   るものとする。 

 

 

 



特仕 第６編 河川編 第１章 築堤・護岸 

 

第 11 節  付帯道路工                                                     

 

  特仕１－11－５  アスファルト舗装工 

     アスファルト舗装工の施工については、「特仕」第３編特仕２－６－７ アスファルト舗 

装工の規定によるものとする。 

 

特仕１－11－６  コンクリート舗装工                                              

     コンクリート舗装工の施工については、「特仕」第３編特仕２－６－12コンクリート舗 

装工の規定によるものとする。 

                                                   

 特仕１－11－７  薄層カラー舗装工                                               

     薄層カラー舗装工の施工については、「特仕」第３編特仕２－６－13薄層カラー舗装工 

の規定によるものとする。                                                      

   

  特仕１－11－11  縁石工                                                         

      縁石工の施工については、「特仕」第３編特仕２－３－５縁石工の規定によるものとす 

る。 

     

特仕１－11－12  区画線工     

      区画線工の施工については、「特仕」第３編特仕２－３－９区画線工の規定によるもの 

とする。 

                                                                          

第 12 節  付帯道路施設工                                                

            

   特仕１－12－２ 境界工                                                         

    １．請負者は、用地境界杭及び鋲について、工事施工に伴い移設が生じた場合は工事開  

    始に先立ち用地図をもとに、関係者の立会等により適切な控杭を設けなければならな  

   い。                                                                        

    ２．請負者は、工事終了後に用地図及び関係者の立会等により、用地境界杭及び鋲を復  

    元又は設置しなければならない。                                              

    ３．請負者は、境界杭が約30㎝地上に出るよう設置しなければならない。なお、市街部 

    等で境界杭を地上に出すことが危険である場合には、設計図書に関して監督職員と協  

    議するものとする。                                                      

    ４．請負者は、境界杭の杭頭部にペイントを塗布するものとし、ペイントは合成樹脂調 

     合ペイントとする。なお、ペイント色は表１－５の通りとする。 

 

 

 

 



特仕 第６編 河川編 第２章 浚渫（河川） 

第３章 樋門・樋管 

 

                               表１－５  境界杭   

 

種      類 塗      装 摘      要 

道 路 用 

河 川 用 

赤 

黄 

頭部  10㎝ 

〃   ３㎝ 

 

    ５．請負者は、境界鋲をコンクリート構造物上に設置する場合は、コンクリート構造物 

     に面取りすることなく、確実に境界位置に堅固に設置しなければならない。 

     

第 13 節 光ケーブル配管工 

     

  特仕１－13－２ 作業土工（床掘り・埋戻し） 

      作業土工の施工については、「特仕」第３編特仕２－３－３作業土工の規定によるも 

のとする。 

 

 

第２章 浚渫（河川） 
 

第１節 適  用    

                                                

   １．仮設工は、「特仕」第３編第２章第 10 節仮設工の規定によるものとする。 

 

 

 

第３章 樋門・樋管 
 

第１節 適  用 

 

    １．河川土工は、「特仕」第１編第２章第３節河川土工・海岸土工・砂防土工、仮設工 

     は、「特仕」第３編第２章第 10 節仮設工の規定によるものとする。 

   ２．請負者は、護岸工事等河川内で仮締切りを設置する工事を行う場合には、水位、 

潮位について、常に監視しなければならない。                                 

 

第５節  樋門・樋管本体工                                                

 

   特仕３－５－２  作業土工（床掘り・埋戻し）                                     



特仕 第６編 河川編 第３章 樋門・樋管 

      作業土工の施工については、「特仕」第３編特仕２－３－３作業土工の規定による 

ものとする。                                                                 

   

   特仕３－５－３ 既製杭工                                                      

      既製杭工の施工については、「特仕」第３編特仕２－４－４既製杭工の規定による 

ものとする。                                                                 

   特仕３－５－４  場所打杭工                                                     

       場所打杭工の施工については、「特仕」第３編特仕２－４－５場所打杭工の規定に 

よるものとする。                                                             

 

第６節  護床工                                                         

   

  特仕３－６－２  作業土工（床掘り・埋戻し）    

     作業土工の施工については、「特仕」第３編特仕２－３－３作業土工の規定によるも 

のとする。 

                                                                   

  特仕３－６－３  根固めブロック工                                               

     根固めブロック工の施工については、「特仕」第３編特仕２－３－17 根固めブロック 

工の規定によるものとする。 

                                                     

特仕３－６－４  間 詰 工                                                      

     間詰コンクリートの施工については、「特仕」第１編第３章無筋・鉄筋コンクリート 

の規定によるものとする。 

 

第７節  水路工                                                         

  

  特仕３－７－２  作業土工（床掘り・埋戻し）                                  

     作業土工の施工については、「特仕」第３編特仕２－３－３作業土工の規定によ 

るものとする。                                                                

   

第８節  付属物設置工                                                   

  

  特仕３－８－２ 作業土工（床掘り・埋戻し）                                      

     作業土工の施工については、「特仕」第３編特仕２－３－３作業土工の規定によるも 

のとする。 

 

 特仕３－８－４ 境界工                                                         

   境界工の施工については、「特仕」第６編特仕１－12－２境界工の規定によるものと 

する。 

  特仕３－８－５ 銘板工                                                  



特仕 第６編 河川編 第３章 樋門・樋管 

    １．表示板の材質は黒御影石とする。                                           

  ２．表示板の大きさは縦 200 ㎜×横 600～800 ㎜（字数による）、板厚 30 ㎜、字深 

10 ㎜とする。                                                         

    ３．銘板については、第１編特仕３－３－１一般事項の規定によるものとする。     

   ４．銘板及び表示板の取付け場所は、次のとおりとする。                       

          (１) 樋門                                                              

階段設置側の門柱外面とし、高さは図３－１のとおりとする。 

 

               

                                                                                

     

 

 

 

 

 

図３－１ 樋門の銘板及び表示板の取付け場 

    (２) 排水機場                                                            

          排水機場上屋玄関の右又は左側の壁とし、高さは図３－２のとおりとする。 

          吐出樋管、調圧水槽等には設けてはならない。              

   

     

     

     

     

     

     

  

 

図３－２ 排水機場の銘板及び表示板の取付け場所 

    

５．表示板の記載事項は図３－３のとおりとする。 

     

     

     

 

 

                 (１) 表示板                          

                                 図３－３ 記載事項

○ ○ ○  排 水 ひ 門        

表示板 
0.2ｍ 

銘板 
(2.0)ｍ 



特仕 第６編 河川編 第４章 水門 

  

第４章 水 門 
 

第１節 適  用 

 

   工場製品輸送工、河川土工、仮設工は、「特仕」第３編第２章第８節工場製品輸送工、 

「特仕」第１編第２章第３節河川土工、海岸土工、砂防土工及び「特仕」第３編第２章 

  第 10 節仮設工の規定によるものとする。                                           

 

第６節 水門本体工                                                     

       

  特仕４－６－３ 作業土工（床掘り・埋戻し）                                     

    作業土工の施工については、「特仕」第３編特仕２－３－３作業土工の規定によるも 

のとする。 

                                                                    

  特仕４－６－４ 既製杭工 

     既製杭工の施工については、「特仕」第３編特仕２－４－４既製杭工の規定によるも 

のとする。 

                                                                    

  特仕４－６－５ 場所打杭工                                                     

    場所打杭工の施工については、「特仕」第３編特仕２－４－５場所打杭工の規定によ 

るものとする。                                                                 

 

第７節 護床工                                                         

    

   特仕４－７－２ 作業土工（床掘り・埋戻し）                                    

     作業土工の施工については、「特仕」第３編特仕２－３－３作業土工の規定による 

ものとする。 

 

第８節 付属物設置工                                                    

   

特仕４－８－２ 作業土工（床堀り・埋戻し）                                     

   作業土工の施工については、「特仕」第３編特仕２－３－３作業土工の規定による 

ものとする。   

                                                                                

 特仕４－８－４ 境界工                                                         

      境界工の施工については、「特仕」第６編特仕１－12－２境界工の規定によるもの 

とする。                                                                     



特仕 第６編 河川編 第５章 堰 

第 14 節 コンクリート管理橋上部工（ＰＣ橋） 
 

 特仕４－14－１ 一般事項  

 請負者は、コンクリート管理橋の製作工については、施工計画書へ「共仕」第６編 

４－14－１一般事項第２項（１）から（４）の事項を記載した上で施工しなければなら 

ない。 

 

 

第５章 堰 
 

第１節 適  用 

 

   １．工場製品輸送工、河川土工、仮設工は、「特仕」第３編第２章第８節工場製品輸送 

工、「特仕」第１編第２章第３節河川土工、海岸土工、砂防土工及び「特仕」第３編 

第２章第 10 節仮設工の規定によるものとする。                                

   ２．請負者は、護岸工事等河川内で仮締切りを設置する工事を行う場合には、水位、潮 

     位について、常に監視しなければならない。                                    

 

第３節 工場製作工 
 

  特仕５－３－１ 一般事項 

     請負者は、製作に着手する前に、施工計画書へ原寸、工作、溶接および仮組立に関す 

る事項をそれぞれ記載しなければならない。なお、設計図書に示されている場合または 

設計図書に関して監督職員の承諾を得た場合は、上記項目の全部または一部を省略する 

ことができるものとする。 

 

第６節 可動堰本体工                                                    

 

   特仕５－６－２ 作業土工（床掘り・埋戻し）                                     

     作業土工の施工については、「特仕」第３編特仕２－３－３作業土工の規定による 

ものとする。 

                                                                 

  特仕５－６－３ 既製杭工                                                       

      既製杭工の施工については、「特仕」第３編特仕２－４－４既製杭工の規定による 

ものとする。 

                                                                 

  特仕５－６－４ 場所打杭工                                                     

      場所打杭工の施工については、「特仕」第３編特仕２－４－５場所打杭工の規定に 

よるものとする。 

                    



特仕 第６編 河川編 第５章 堰 

第７節 固定堰本体工                                                   

      

  特仕５－７－２ 作業土工（床掘り・埋戻し）                                     

     作業土工の施工については、「特仕」第３編特仕２－３－３作業土工の規定による 

ものとする。 

                                                                  

  特仕５－７－３ 既製杭工                                                      

      既製杭工の施工については、「特仕」第３編特仕２－４－４既製杭工の規定による 

ものとする。 

 

特仕５－７－４ 場所打杭工                                                     

      場所打杭工の施工については、「特仕」第３編特仕２－４－５場所打杭工の規定に 

よるものとする。                                                             

                                                                                

     

第８節 魚道工                                                         

   

  特仕５－８－２ 作業土工（床掘り、埋戻し）                                       

     作業土工の施工については、「特仕」第３編特仕２－３－３作業土工の規定によるも 

のとする。  

 

第 15 節 コンクリート管理橋上部工（ＰＣ橋）                           
 

  特仕５－15－１ 一般事項                                        

    請負者は、コンクリート管理橋の製作工については、施工計画書へ「共仕」５－15－ 

１一般事項 ２．（１）から（４）の事項を記載した上で施工しなければならない。 

 

第 16 節 コンクリート管理橋上部工（ＰＣホロースラブ橋） 
 

  特仕５－16－１ 一般事項                                         

請負者は、コンクリート管理橋の製作工については、施工計画書へ「共仕」一般事項 

５－16－１ ２．（１）から（４）の事項を記載した上で施工しなければならない。  

 

第 17 節 コンクリート管理橋上部工（ＰＣ箱桁橋）             
 

  特仕５－17－１ 一般事項                                    

     請負者は、コンクリート管理橋の製作工については、「共仕」第１編１－１－４施工 

計画書第１項の施工計画書へ、「共仕」５－17－１一般事項 ２．（１）から（４）の 

事項を記載した上で施工しなければならない。 

 

 

 



特仕 第６編 河川編 第６章 排水機場 

第 20 節 付属物設置工                                                   

 

  特仕５－20－２ 作業土工（床掘り・埋戻し）                                     

      作業土工の施工については、「特仕」第３編特仕２－３－３作業土工の規定による 

ものとする。                                                                 

   

特仕５－20－４ 境界工                                                       

      境界工の施工については、「特仕」第６編特仕１－12－２境界工の規定によるもの 

とする。 

                                                                    

   特仕５－20－５ 銘板工                                                       

      銘板工の施工については、「特仕」第１編特仕３－３－１一般事項の規定によるもの 

とする。 

  

第６章 排水機場 
 

第１節 適  用 

 

    １．河川土工、仮設工は、「特仕」第１編第２章第３節河川土工・海岸土工・砂防土工、 

      「特仕」第３編第２章第 10 節仮設工の規定によるものとする。  

    ２．請負者は、護岸工事等河川内で仮締切りを設置する工事を行う場合には、水位、 

潮位について、常に監視しなければならない。                                 

   

第４節 機場本体工 

 

   特仕６－４－２ 作業土工（床掘り・埋戻し）                                     

      作業土工の施工については、「特仕」第３編特仕２－３－３作業土工の規定によるも 

のとする。 

                                                                    

   特仕６－４－３  既製杭工                                                       

     既製杭工の施工については、「特仕」第３編特仕２－４－４既製杭工の規定によるも 

のとする。 

 

   特仕６－４－４  場所打杭工                                                     

     場所打杭工の施工については、「特仕」第３編特仕２－４－５場所打杭工の規定によ 

るものとする。 

 

 

 

 



特仕 第６編 河川編 第７章 床止め・床固め 

第５節 沈砂池工 

 

特仕６－５－２ 作業土工（床掘り・埋戻し）                                     

      作業土工の施工については、「特仕」第３編特仕２－３－３作業土工の規定によるも 

のとする。                                                                  

 

   特仕６－５－３  既製杭工                                                       

      既製杭工の施工については、「特仕」第３編特仕２－４－４既製杭工の規定によるも 

のとする。 

                                                                  

   特仕６－５－４  場所打杭工                                                     

      場所打杭工の施工については、「特仕」第３編特仕２－４－５場所打杭工の規定によ 

るものとする。                                                              

 

第６節 吐出水槽工                                                     

    

 特仕６－６－２ 作業土工（床掘り・埋戻し）                                      

     作業土工の施工については、「特仕」第３編特仕２－３－３作業土工の規定によるも 

のとする。                                                                  

 

特仕６－６－３  既製杭工 

     既製杭工の施工については、「特仕」第３編特仕２－４－４既製杭工の規定によるも 

のとする。 

                                                                  

特仕６－６－４  場所打杭工                                                      

     場所打杭工の施工については、「特仕」第３編特仕２－４－５場所打杭工の規定によ 

るものとする。 

 
 

第７章 床止め・床固め 
 

第１節 適  用 

 

   １．河川土工、仮設工は、「特仕」第１編第２章第３節河川土工・海岸土工・砂防土工、 

     「特仕」第３編第２章第 10 節仮設工の規定によるものとする。      

   ２．請負者は、護岸工事等河川内で仮締切りを設置する工事を行う場合には、水位、潮 

     位について、常に監視しなければならない。 

                                    

 

 



特仕 第６編 河川編 第７章 床止め・床固め 

第４節 床止め工 

 

  特仕７－４－２ 材 料                                                         

    床止め工の材料については、「特仕」第６編特仕１－７－２材料の規定によるものと 

する。 

 

  特仕７－４－３ 作業土工（床掘り・埋戻し）                                      

     作業土工の施工については、「特仕」第３編特仕２－３－３作業土工の規定によるも 

のとする。 

                                                                    

  特仕７－４－４ 既製杭工                                                       

     既製杭工の施工については、「特仕」第３編特仕２－４－４既製杭工の規定によるも 

のとする。                                                                    

 

特仕７－４－６ 本体工                                                         

     請負者は、本体工の施工について、「特仕」第１編第３章無筋・鉄筋コンクリートの 

規定によるものとする。                                              

 

  特仕７－４－８ 水叩工                                                         

     請負者は、水叩工の施工について、「特仕」第１編第３章無筋・鉄筋コンクリートの 

規定によるものとする。                                              

 

第５節 床固め工                                                        

 

  特仕７－５－２  材 料                                                         

     床止め工の材料については、「特仕」第６編特仕１－７－２材料の規定によるものと

する。 

 

  特仕７－５－３  作業土工（床掘り・埋戻し）                                     

  作業土工の施工については、「特仕」第３編特仕２－３－３作業土工の規定によるも 

のとする。 

                                                                    

  特仕７－５－４  本堤工                                                         

     請負者は、本堤工の施工について、「特仕」第１編第３章無筋・鉄筋コンクリートの 

規定によるものとする。                                              

 

特仕７－５－５ 垂直壁工 

     請負者は、垂直壁工の施工について、「特仕」第１編第３章無筋・鉄筋コンクリート 

の規定によるものとする。                                            

                                     



特仕 第６編 河川編 第８章 河川維持 

 特仕７－５－６ 側壁工                                                         

     請負者は、側壁工の施工について、「特仕」第１編第３章無筋・鉄筋コンクリートの 

規定によるものとする。                                              

 

第６節  山留擁壁工                                                     

       

  特仕７－６－２ 作業土工（床掘り・埋戻し）                                      

    作業土工の施工については、「特仕」第３編特仕２－３－３作業土工の規定によるも 

のとする。 

                                                                     

  特仕７－６－３ コンクリート擁壁工                                             

  請負者は、コンクリート擁壁工の施工について、「特仕」第１編第３章無筋・鉄筋コ 

ンクリートの規定によるものとする。  

 

 

第８章 河川維持 
 

第１節 適 用 

 

   １．請負者は、護岸工事等河川内で仮締切りを設置する工事を行う場合には、水位、潮 

     位について、常に監視しなければならない。 

 

第３節 巡視・巡回工 
 

 特仕８－３－２ 河川巡視工 

   １．請負者は、巡視途上において、河川管理に関して一般住民等から通知または報告を 

受けた場合は、監督職員にその内容を連絡しなければならない。 

 

第４節 除草工                                                          

  

   特仕８－４－２ 堤防除草工                                                     

   １．請負者は、設計図書に明示していない場合には、川表は堤防のり先から川裏は官 

民境界までとしなければならない。                                           

     ２．請負者が道路管理者と契約した区間については、監督職員に報告し、同時施工で 

きるものとする。                                                          

  

第７節 路面補修工                                                     

                                                                

  特仕８－７－２ 材 料                                                         

     管理用通路補修工で使用する材料については、「特仕」第３編特仕２－６－３アスフ 

ァルト舗装の材料、特仕２－６－４コンクリート舗装の材料の規定によるものとする。  



特仕 第６編 河川編 第９章 河川修繕 

第９節 付属物設置工                                                   

  

  特仕８－９－２ 作業土工（床掘り・埋戻し）                                      

    作業土工の施工については、「特仕」第３編特仕２－３－３作業土工の規定によるも 

のとする。                                                                    

                                                                                

    

特仕８－９－４ 境界工                                                         

   境界工の施工については、「特仕」第６編特仕１－12－２境界工の規定によるものとす 

る。 

                                                                                 

第 10 節 光ケーブル配管工                                               

 

  特仕８－10－２ 作業土工（床掘り・埋戻し）                                     

     作業土工の施工については、「特仕」第３編特仕２－３－３作業土工の規定によるも 

のとする。                                                                    

 

第 12 節 植栽維持工                                                     

 

  特仕８－12－３ 樹木・芝生管理工                                              

      樹木・芝生管理工の施工については､「特仕」第３編特仕２－17－３樹木・芝生管理

工の規定によるものとする。  

                       

第９章 河川修繕 
 

第１節 適  用 

 

   １．河川土工、仮設工は「特仕」第１編第２章第３節河川土工・海岸土工・砂防土工、 

     「特仕」第３編第２章第 10 節仮設工の規定によるものとする。     

   ２．請負者は、護岸工事等河川内で仮締切りを設置する工事を行う場合には、水位、潮 

     位について、常に監視しなければならない。                                   

 

第４節 腹付工                                                         

  特仕９－４－１ 覆土工                                                      

     覆土工の施工については、「特仕」第３編特仕２－３－３作業土工の規定によるもの

とする。                                                                     

 

  特仕９－４－３ 植生工                                                        

     植生工の施工については、「特仕」第３編特仕２－14－２植生工の規定によるものと 

する。                                                                       



特仕 第６編 河川編 第９章 河川修繕 

第５節 側帯工 

  

  特仕９－５－３ 植生工                                                        

     植生工の施工については、「特仕」第３編特仕２－14－２植生工の規定によるものと 

する。                                                                       

       

第６節 堤脚保護工 

 

特仕９－６－２ 作業土工（床掘り・埋戻し）                                      

    作業土工の施工については、「特仕」第３編特仕２－３－３作業土工の規定によるも 

のとする｡                                                                    

 

第７節 管理用通路工                                                    

 

  特仕９－７－３ 作業土工（床掘り・埋戻し）                                     

    作業土工の施工については、「特仕」第３編特仕２－３－３作業土工の規定によるも 

のとする｡  

 

  特仕９－７－６ オーバーレイ工                                                 

   １．舗設                                                                     

      請負者は、施工面を整備した後、「特仕」第３編第２章第６節一般舗装工のうち該 

当する項目の規定に従って各層の舗設を行わなければならない。 


